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委 員 会 視 察 報 告 書  

 

委 員 会 名 柏崎刈羽原子力発電所に関する調査特別委員会 

 

視 察 地 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）原子力

緊急時支援・研修センター（ＮＥＡＴ） 

調 査 項 目 
放射能・放射線、原子力防災、原子力緊急時の防護対策等につ

いて 

調 査 目 的 

原子力災害時等の対応に当たる国、地方公共団体、警察、消防

などに対して人的・技術的支援を行う原子力緊急時支援・研修

センター（ＮＥＡＴ）の取組を学ぶとともに、放射線被ばく・

防護対策に関する研修を受講する。 

日 時 令和６（２０２４）年１０月２２日 午前１０時～正午 

場 所 
原子力緊急時支援・研修センター（茨城県ひたちなか市西十三

奉行１１６０１番地１３） 

調 査 概 要 

施設見学・説明 

○概要 

同センターは、原子力災害時等の対応に当たる国、地方公共

団体、警察、消防などに対して人的・技術的支援を効果的に行

う活動拠点であり、災害対策基本法と事態対処法に基づく指定

公共機関である。（他に福井県敦賀市にも設置） 

○ＮＥＡＴの発足と設立の経緯について 

平成１１年９月の東海村ＪＣＯ臨界事故を機に、原子力緊急

事態に対応するため、日本原子力研究所（ＪＡＥＲＩ）と核燃

料サイクル機構（ＪＮＣ）が合併して発足した。 

原子力機構の組織であるが、文部科学省から交付金を受け、

原子力規制委員会、原子力規制庁、内閣府、環境省から委託を

受けて支援を行う。（原資が文部科学省の交付金だけであり、資

金調達のために委託事業を受けている側面もあるとのこと。） 

○主な活動内容 

・専門家の派遣体制の整備と資機材の整備 

・防災活動を効果的に進めるための調査研究、情報提供 

・原子力防災に係る研修・訓練の実施 

・緊急時モニタリング活動の支援、モニタリング器材の提供 

・放射性物質等の輸送事故への対応 

・武力攻撃原子力災害等への対応 

○施設と設備について 
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 震災に備えて免震構造となっている。また、出入管理表示パ

ネルにより災害対応専門家が一覧で分かるようになっている。 

○備品と車両について 

・周辺環境の放射線を測るモニタリング車１台 

・必要な機材をいち早く運ぶ資機材運搬車１台 

・身体の表面の放射性物質を測る移動式体表面測定車１台 

・身体に付いた放射性物質を洗い落とす身体洗浄車１台 

・内部被ばく測定車（ＷＢＣ）車１台 

 これら装備車両は東日本大震災時に実際に活用されたもので

あり、特にＷＢＣ車両においては平成２３～２４年度において

累計１９，０００人の測定を行った。 

○電話相談受付システムについて 

原子力災害時に住民等の不安の解消等のため、当該施設が放

射線安全に特化した専用窓口を設置して支援対応に当たり、住

民等からの疑問不安の解消に対応する。 

住民からの放射線に関する問合せと健康相談ホットラインの

二つに分けて対応する。 

○緊急時支援活動について 

防災情報システムや情報データベースシステム、緊急時放射

線モニタリング情報システムを活用し、原子力施設の原子力災

害、原子力艦の原子力災害から輸送事故、放射線事故や海外の

原子力災害、北朝鮮の地下核実験にまで対応する。 

＜緊急時の活動体制＞ 

指名専門家約１３０名とＮＥＡＴ職員専任者６０名で対応に

当たる。令和６年能登半島地震の発生時には同センターにて待

機したが、現場には派遣されなかった。 

○ＮＥＡＴにおける今後の取組について 

・モニタリング技術を原子力災害対応に活用し、実効性ある広

域避難や防護措置を支援するための調査研究を推進する。 

・１Ｆ事故の教訓を踏まえた人材育成により防災体制を強化し

ていく。 

⇒指定公共機関として原子力災害対応と防災体制の強化に貢

献 

放射線被ばく、防護対策に係る研修 

１，放射線の基礎知識、人体への影響と防護 

◆放射線や放射能の単位 

人への影響はシーベルトで表す。 

◆放射線の透過力、距離による減衰や半減期 
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福島第一原発から放出された主な放射性物質には、クリプト

ン、キセノン、放射性ヨウ素、放射性セシウム等がある。 

◆暮らしの中の放射線被ばく量、放射線量と人体影響 

１０００ミリシーベルト被ばくすると、がんによって死亡す

る人の割合は５％増加する。増加割合は被ばく線量に比例する。 

◆確率的影響に対する放射線防護の考え方 

・１００ミリシーベルトより少ない放射線量では、がんや白血

病などが増えているデータは統計上得られていない。 

・放射線防護（放射線の害から身体を守る）の観点から、可能

な限り被ばく量を低く抑え、確率的影響を少なくする事が重要 

◆外部被ばく対策（外部被ばく防護の３原則） 

・距離による防護 線量率＝距離の２乗に反比例 

・時間による防護 線量＝作業場所の線量率×作業時間 

・隠蔽による防護 コンクリート等による遮蔽による防護 

◆内部被ばく対策  

・放射性物質の吸入を防ぐ⇒屋内退避 避難移転を行う。 

・放射性物質の摂取を防ぐ⇒放射性物質を含有する飲食物を摂

取しないようにする。 

◆表面汚染対策（放射性物質の付着への対策） 

・避難時に屋外へ出るときは、できるだけ素肌を露出しない。 

・避難後にスクリーニング（避難退域時検査等）を受け、体表

面に放射性物質が付着していないか確認する。 

・体表面に汚染がある場合は、除染を行う。 

２，原子力災害における防護対策 

◆原子力災害とは 

原子力施設等に起因する放射性物質又は放射線が異常な水準

で放出されたことにより国民の生命、身体又は財産に生ずる被

害をいう。 

◆国の対応体制 

・警戒態勢の前段階 

⇒内閣府・原子力規制庁職員が参集し、現地オフサイトセンタ

ー（ＯＦＣ）及び原子力規制庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）

に事故警戒本部を立ち上げ、情報収集活動を開始する。 

・警戒事態となった場合 

⇒現地への要員搬送や緊急時モニタリングの準備を開始する。 

・施設敷地緊急事態となった場合 

⇒原子力規制委員会・内閣府事故合同対策本部の設置及び関係

省庁事故連絡会議を開催し対応する。また、内閣府副大臣及び
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国の職員を現地オフサイトセンター等へ派遣する。 

・全面緊急事態となった場合 

⇒原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置する

とともに、道府県・市町村等のメンバーからなる合同対策協議

会を開催し相互協力のための調整を行いつつ対応する。 

◆原子力災害時におけるＮＥＡＴの活動 

・国と連携し防護活動やＥＲＣへの専門家派遣やモニタリング

結果の解釈、防護措置判断を支援する。 

・平常時は、国や地方公共団体等と連携した原子力防災訓練等

を通して原子力災害に係る計画や対策の実効性を高め、我が国

の原子力防災体制の整備を支援する。 

◆緊急事態の進展に応じた防護措置 

・緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出開始

前から必要に応じた防護措置を講ずる。 

・原子力施設の状況により、緊急事態を「警戒事態」、「施設敷

地緊急事態」、「全面緊急事態」の三つに区分する。 

◆運用上の介入レベル（ＯＩＬ）に応じた防護措置 

・放射線物質の放出後に高い空間放射線量率が計測された地域

においては、被ばくの影響をできる限り低減する観点から、数

時間から１日以内に住民等に避難等の緊急防護措置を講ずる。 

・それと比較して低い空間応射線量率が計測される地域におい

ても、無用な被ばくを回避する観点から、１週間間以内に一時

移転等の早期防護措置を講ずる。 

◆ＯＩＬとは・・運用上の介入レベル 

放射線モニタリングなどの計測された値により、避難や屋内

退避等の防護措置を実施するための判断基準 

＜基準の概要＞ 

ＯＩＬ１：数時間内をめどに区域を特定し避難等を実施 

ＯＩＬ２：１日内をめどに区域を特定し、地域生産物の摂取を

制限、１週間程度内に一時移転を実施 

◆安定ヨウ素剤の予防服用 

・放射性ヨウ素を体内に取り込む可能性がある前に非放射性ヨ

ウ素（安定ヨウ素剤）を摂取すること。 

・呼吸や飲食物を通じて体内に取り込まれた放射性ヨウ素が甲

状腺に集積することを抑止し、甲状腺の内部被ばくを低減させ

ることが目的 

◆原子力災害時の避難退域時検査 

・原子力災害時における防護措置により、避難又は一時移転す



（様式２） 

る住民を対象に、放射性物質による体表面、携行物品、車両等

の表面汚染の状況を把握する検査  

・検査の結果、必要な場合は簡易除染を行う。 

◆原子力災害時の甲状腺被ばく線量モニタリング 

・目的：原子力災害時において放射性ヨウ素の吸入による甲状

腺への集積の程度を測定する。 

・対象：１９歳未満、妊婦、授乳婦 

視察の様子 

 

 

 

 

（支援棟での免震構

造の説明） 

 

 

 

 

 

 

（資機材庫での特殊

車両の見学） 
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質 疑 応 答 

質問 原子力政策に関する法体系や施策に対しての提言等は

行っているのか。 

回答 指定公共機関として災害時や原子力防災の技術的な提

言は行うが、法体系等には提言は行っていない。 

質問 避難待避時の放射性物質測定時に頭・手・足の測定で検

（支援棟（情報集約

エリア）での概要等

説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修棟での研修） 

 

 

 

 

 

 

（支援棟玄関にて） 
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出されなければ除染の必要はないとの考え方でよいか。 

回答 手・足・頭の３か所の測定で基準値を下回れば、他の

部位でそこを上回ることはないとの考え方である。いつま

でも避難者をとどめておくわけにはいかないとの認識であ

る。 

質問 研修の内容について国や地方公共団体、警察消防などが

研修に来ているかと思うが、我々が今回受講したものはどの

程度のレベルか。 

回答 本日の講義内容とレベルは変わらない。ただし、現場

対応者に向けた研修では、これ以外に原子力防災時に現場

で業務活動する場合の防護対策について、実技も含めてよ

り詳細に教えている。 

質問 座学は今回受講したものが標準であり、研修に来る原子

力災害対応業務従事者の職務内容に合わせて対応している

と捉えてよいか。 

回答 原子力災害対応業務従事者が対象の場合は、自ら身を

守ることができるよう、より丁寧な内容となる。 

委員会所感 

【真貝委員長】 

原子力緊急時支援・研修センター（ＮＥＡＴ）は、原子力災害

時等の対応に当たる国、地方公共団体、警察、消防などに対し

て人的・技術的支援を効果的に行う活動拠点とするため、災害

対策基本法と事態対処法に基づく指定公共機関として、日本原

子力研究開発機構により茨城県ひたちなか市と福井県敦賀市に

設置されている。ＮＥＡＴは、ＪＣＯ事故の教訓を機に設立さ

れ、福島第一原子力発電所事故の際には、緊急時支援活動を行

い、令和６年１月１日に発生した能登半島地震による北陸電力

志賀原子力発電所の警戒事態では、初期対応要員及び専任者が

参集し事象の進展に備えるとともに、万一の際における能登半

島エリアの速やかな環境放射線モニタリングのため、航空機モ

ニタリングの出動準備態勢を取るなどの対応を行った。福島第

一原子力発電所事故以降、自然災害と原子力災害が同時に発生

した場合の複合災害への備えが改めて重要であると認識されて

いる。ＮＥＡＴが取り組んでいる、原子力災害への対応に関わ

る人材育成、災害時対応能力の向上を図るための研修・訓練を

実施することはもとより、国、地方公共団体等が実施する原子

力防災訓練への参画等を通して原子力防災行政への支援の必要

性、重要性を再認識した。原子力発電施設立地地域の住民が複

合災害時に安全に避難できる防災体制の充実に寄与するＮＥＡ
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Ｔの活動に期待をする。 

【持田副委員長】 

東海村にあったＪＣＯ核燃料会社の臨界事故（１９９９年９月）

を受ける中で、原子力の防災体制とその業務は大きく変化した。

柏崎市でも実現した中に、防災行政無線の個別受信機が全世帯

に設置されたことで明らかである。同時に、福島第一原発事故

はもとより、今年の元日に発生した能登半島地震の影響を踏ま

え、原子力緊急時支援・研修センターがより一層充実されるべ

きである。日本は地震大国、火山列島大国であることを忘れて

はならない。オフサイトセンターが全国に２３か所設置されて

いる。そのうち５か所は原発立地でない地域（川崎、東大阪、

鳥取、上齋原）である。質問したところ、原子力関係施設と答

弁されたが具体的な名称を挙げられない。原子力災害対策に関

する法令等の体系について研修を受け感じたことは、自然災害

との複合災害は視野にないようだということ。原子力災害にお

ける防護対策を日常的に研修しているとするなら、現実にある

矛盾点や課題をも検証し、法体系の改善を含め関係機関への問

題提起があってもいいのではないか。 

【布施委員】 

原子力防災に対応する施設として茨城県にあるわけだが、文科

省から補助金が出てはいるものの、当該機構が研修等を行った

費用で運営を賄っているため設備や車両の更新が難しいという

点において、国は原子力災害に対応できる当該機構を積極的に

支援すべきと感じた。また、支所が福井県にあるとのことだが、

原発立地自治体にはすべからく国が支所を置くべきとも感じ

た。 

【山崎委員】 

原子力緊急支援・研修センターは日本の原子力防災の要となる

施設であることが分かった。 

有事の際の専門家の派遣や技術的支援、平時の原子力防災に関

わる研修が日夜行われていることは安心安全な暮らしにとって

重要であると感じた。また、東日本大震災時における住民から

の問合せ対応や施設そのものが自然災害時にも自立して活動で

きる体制を構築していることが、住民にとってどれだけ心強い

かも知る機会となった。全国各地の原発立地自治体にあるオフ

サイトセンターの拡充、資機材や防災体制のネットワークの拡

充などを通じて、これからも原子力災害に至らない自然災害時

においても重要な役割を果たすものと感じた。 
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【星野幸彦委員】 

原子力緊急時支援・研修センターは、１９９９年に発生した東

海村ＪＣＯ臨界事故（核燃料加工中にウラン溶液が臨界に達し

被ばくした作業員２名が死亡）を教訓とし発足した施設であり、

原子力災害に特化し、原子力事故・災害の際、専門家が参集し

対策検討又は現場へ派遣し技術的支援に当たる。原子力災害は、

福島第一原発事故からも分かるとおり、予見することが難しい

事象に対応することが求められる。実際当時は、事故発生直後

には問合せなどの対応を続け、スクリーニング、放射線モニタ

リング随時測定、資機材の提供など重要な機能を果たしたと伺

った。保有車両（放射線モニタリング車両、被ばく測定車両、

シャワー車両等）を見学したが、何が起きても対応できるよう

に充実しているとは思えなかった。重要な施設であるため、こ

ういう所にこそ国が前面に立ち財政面でのバックアップが必要

と考える。 

【佐藤正典委員】 

原子力緊急支援・研修センターが、災害対策基本法などに基づ

き、実際に原子力災害が発生した際に災害対応に当たる国・地

方公共団体・警察・消防などに対して、人・技術・施設機器な

ど、総合的支援を行うための施設であることが説明で理解でき

た。現場を視察し、いざというときの有事に備え、職員研修や

日々の訓練、情報システムの整備や管理、特殊車両や資材の整

備など、一定程度の範囲の中での備えがされていると感じた。

また、東日本大震災での福島原発事故発生時の際には、スクリ

ーニングや緊急時モニタリングを行い、加えて、殺到する多く

の住民からの問合せに対応してきた実績がある。こうした経験

は、緊急時の備えにおいて、価値のある必要なスキルであると

感じた。質問では、原発立地自治体を含む行政機関などにこの

センターでの研究や経験がどのようにフィードバックされてい

るのか、また、要請に対する協力を行っているのか聞いた。拡

散シミュレーターの数値やモニタリング数値などを提供してい

るとのことであり、自治体等からニーズがあれば協力をさせて

いただくとの回答であった。今後は、原子力立地自治体やＵＰ

Ｚ周辺自治体などとの連携を更に進め、当センターの機能が十

分に生かされていくことに期待したい。 

【池野委員】 

１９９９年、東海村でのＪＣＯの臨界事故を受け、日本原子力

研究所（ＪＡＥＲＩ）と核燃料サイクル開発機構（ＪＮＣ）が
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共同で、原子力緊急事態に対する技術的支援のために新しい組

織と建物を整備。２００３年３月にＮＥＡＴが発足。支援棟は

丸形の免震構造になっており、東日本大震災の際には周辺が停

電していたが、ここは自家発電して明るかったため、住民が避

難してきて一時避難所として開放していたとのこと。職員は６

０名おり、当直職員が２４時間体制で情報収集し、災害発生時

は、国や県、自治体からの要請に応じて人材を派遣したり、資

機材を貸し出したりしている。文科省の予算で運営されている

組織で、指定公共機関として、原子力災害時等の対応に当たる

国、地方公共団体、警察、消防などに対して、人的・技術的支

援を行っている。モニタリングカーや身体洗浄車やホールボデ

ィカウンター車などの特殊車両も実際に見せていただき説明を

受けた。また、研修棟では、放射線の基礎知識や人体への影響

と防護など、放射線被ばく防護対策の概要についての座学も受

け、大変勉強になった。災害の多発している日本においては、

いざというときのことについて研究したり、人材育成をしたり

することはとても重要であると考える。東日本大震災では、住

民からの相談などに電話対応し、様々なデーターも収集されて

いる。柏崎市においても、より実効性のある避難計画を作成す

るためにも、こちらと連携をしたらいいのではないかと感じた。 

【三嶋委員】 

東日本大震災での活動や災害対応、電話相談など、多岐にわた

り過酷な状況におかれても冷静な判断と原子力災害への人材派

遣、技術的支援をする重要な施設であった。原子力発電所の業

務運営には、日頃の訓練が地域の安全安心につながる。そのた

めの研修会の開催、災害訓練、情報の収集と発信、特殊車両の

派遣など、国、道府県、関係機関との連携強化により、原子力

災害の的確な指示、迅速な対応ができる。もし原子力災害が起

こったときの対応で、避難計画が重要と考える。ＵＰＺ、ＰＡ

Ｚの確認、情報収集、屋内退避の徹底、避難行動など緊迫した

場面で実行できるように、日頃からの訓練、情報の周知が大切

な取組といえる。支援・研修センターが今のところ全国に２か

所設置されているが、専門員や技術的支援の輪を広げ、このよ

うな施設が全国主要場所にもう少し設置されるとよいと思う。

オフサイトセンター２３か所と併せて全国との情報の共有がな

され、適切な支援を行っていることは安全安心に思う。 

【近藤委員】 

原子力緊急時支援・研修センターは、実際に原子力災害が発生
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した際に、安全かつ適切な現場対応のためのサポートを行う施

設である。元々は１９９９年に発生した東海村でのＪＣＯ臨界

事故を教訓に、原子力緊急事態に対する技術的支援のために発

足し、有事の際は専門家が参集し、現場での技術的支援に派遣

される。２０１１年の東日本大震災による福島第一原子力発電

所事故発生時には、スクリーニング、緊急時モニタリング、資

機材提供、住民からの問合せ対応等、最も過酷な現場での対応

を担った実績を持つ。視察後半には放射線被ばく、防護対策に

係る研修を受講し、原子力災害対策重点区域の考え方（ＰＡＺ、

ＵＰＺ）が確立されたのは、ＮＥＡＴの支援対応が大きいこと

を理解した。このように、原子力防災において重要な施設であ

りながら、運営資金は文部科学省の交付金が主であるため、設

備や車両の更新がなかなかできず、内閣府等の委託事業によっ

て活動資金を調達している状況だという。安全かつ安定的な活

動継続に向けて、国等の適切な財政面での支援が必要だと感じ

た。 

【田邉委員】 

原子力緊急支援・研修センターは、指定公共機関として原子力

災害の対応に当たる国、地方公共団体、警察、消防などに対し、

人的・技術的支援を効果的に行うための活動拠点としてできた

施設である。ここでは有事に備え、原子力防災に係る研修・訓

練・情報システムの整備・資機材や特殊車両の整備を日々行っ

ている。放射線被ばく防護対策の研修では、①放射線による人

体への影響と防護②原子力災害における防護対策について学ん

だ。放射線というものは自然界にも必ずあり、年間２．１ミリ

シーベルト程度浴びている。人為的な放射線は浴びないのが理

想だが、医療被ばくは避けられないものであることも理解でき

る。原子力災害における防護対策では、万が一災害が起きたと

きの対策として屋内退避の被ばく低減効果は有効であり、木造

住宅でも被ばく線量は半分になり、鉄筋コンクリート建屋では

より大きな被ばく低減効果が期待できること、安定ヨウ素剤服

用はタイミングが大事であるということが理解できた。屋内退

避に関しての理解がまだまだ得られていない現状ではあるが、

今回の研修により学んだことの理解が進むよう、地域住民に対

し、正しい情報発信をしていきたいと感じた。 

【山本委員】 

原子力緊急時支援・研修センター（ＮＥＡＴ）は、原子力災害

発生時に国、県、市町村、原子力事業者及び防災関係機関等に
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対し、技術的な助言を行うための活動拠点で、一体的に応急対

策が行えるように整備されていた施設を視察した。また、平常

時には、防災関係者等に対して危機管理の在り方、緊急時対応

組織の運営方法及び効果的な防災訓練の在り方などに関する研

修を開催し、原子力災害発生時に備えている施設でもあった。

そして、ＪＡＥＡ（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）

の中心的な部署がＮＥＡＴであり、そのＮＥＡＴは、１９９９

年のＪＯＣ臨海事故の教訓を機に設立され、その後２０年以上

にわたって原子力防災対応の知見と経験を蓄積してきた施設で

あった。２０１１年の東京電力福島第一原子力発電所事故の際

には、ＮＥＡＴは多くの機構職員の協力を得て緊急時支援活動

行ったとのこと。また、今年１月１日に発生した能登半島地震

にも初期対応要員及び専任者が参集し対応を行ったとの説明を

受けた。今回の視察で学んだことを今後の柏崎市の原子力防災

対応に生かしていきたい。 

【西川委員】 

当センターが、国の災害対策基本法と武力攻撃事態対処法等に

基づき、原子力災害時等の対応に当たる国、地方公共団体、警

察、消防などの「専門家」に対して人的・技術的支援を行って

いることが理解できた。具体的な事例として、東北大震災時の

原子力事故への支援活動におけるスクリーニング、モニタリン

グ、住民の相談対応、資機材や特殊車両の説明を受け、柏崎市

が行った原子力防災訓練を想起した。今後も、原子力立地自治

体や周辺地域との防災訓練などで連携する重要性を感じた。後

半では、放射線被ばく防護対策の概要について講義を受けた。

内容は、行政や警察などを対象とした講義と同じレベルとのこ

と。放射線の基礎知識や原子力災害における防護対策について

非常に分かりやすい内容だった。多くの方に、こういった研修

を受けて理解を深めていただけたらと思う。当センターの機能

について、原子力立地自治体との平時からの連携が更に進むこ

とを願う。 

【五位野委員】 

原子力緊急時支援・研修センターは、災害対策基本法と武力攻

撃事態対処法等に基づき、指定公共機関として原子力災害等の

対応に当たる国、地方自治体、警察、消防などに対して人的・

技術的支援を行うものである。この拠点として茨城県ひたちな

か市と福井県敦賀市に「原子力緊急時支援・研修センター」が

設置されている。今回、支援棟での見学では機能的な情報集約
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の機材と体制の説明を受け、全国２３か所のオフサイトセンタ

ーと情報の共有を図り、中央官庁や現地の防災対応の専門家と

連携を図りながら適切な支援を行うとの説明を受けた。原子力

防災にふさわしい活動を望む。ただ、説明の中で「防災対応の

専門家」や「指定専門家」からアドバイスを受けるとの説明が

あったが、この「専門家」には、原子力政策推進の専門家とと

もに国の原子力政策に批判的立場の専門家も加わる必要がある

と考える。 

【相澤委員】 

放射線被ばく防護対策の概要として、改めて放射線の基礎知識

及び原子力災害における防護対策を説明いただいた。原子力災

害時に避難又は一時移転する際には、体等の表面汚染の状況を

把握する検査が行われる。緊急事態発生という状況では、この

場を早く逃れたいとの衝動に駆られることから、迅速性を損な

わないよう十分留意して行う必要があり、検査の指定箇所を定

めて速やかに行うこととなっている。汚染そのものが怖いわけ

ではなく、放射線レベルが度を越さなければ問題はないとの見

解もいただいた。「実効性ある避難計画」を調査研究していくに

当たり、放射線が人体に与える影響とはどういうものかを知識

として持つことが基礎になるものと考えることから、今回我々

が受けた放射線被ばくに関する研修が、より多くの方を対象に

提供されることを期待したい。 

【佐藤和典委員】 

原子力緊急時支援・研修センターは、原子力災害発生時に国、

県、市町村、原子力事業者及び防災関係機関等に対し、技術的

な助言を行うための活動拠点であり、かつ、一体的に災害時の

応急対策が行えるように整備されている。２０１１年の東京電

力福島第一原子力発電所事故の際には、多くの機構職員の協力

を得て緊急時支援活動行ったとのこと。今後も万が一の事故発

生時において、国民の安全安心を守る上で、大変重要な施設で

あるため、その設備の維持・更新は必須であり、その対応（予

算の確保）が課題である。続いて、放射線被ばく防護対策の研

修を受け、福島第一原発から放出された主な放射線物質を参考

に、放射性物質毎に現状について説明を受けた。放射性ヨウ素

は、現在ほとんど検出されていない。放射線量と人体への影響

との関係や障害発生確率についても説明を受け、その対応策な

どが理解できた。また、原子力災害における防護対策について

も学んだ。今回の視察で学んだ知識を、柏崎市の原子力防災対
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応に生かしていきたい。 

【上森委員】 

原子力緊急時支援・研究センターは、災害対策基本法、武力攻

撃事態対処法等に基づき、原子力災害時に国、地方公共団体、

警察、消防などに対して人的・技術的支援を行う機関である。

国内には茨城県ひたちなか市と福井県敦賀市に設置されてい

る。平常時には２４時間体制での原子力施設に関する情報収集、

専門家の派遣体制と特殊車両・資機材の整備、防災業務関係者

に対する研修・訓練の支援を行っているとの説明を受けた。後

半には放射線被ばく、防護対策に係る研修を受けた。自治体職

員への研修のレベルと変わらない研修で改めて基本的な人体へ

の影響から緊急事態における防護対策まで非常に分かりやすい

内容だった。原子力発電所立地周辺自治体の方々にも、この研

修を受けて放射線に対する正しい理解を深めてもらえたらと感

じた。 

【阿部委員】 

原子力緊急時支援・研修センターの活動を学んだ。国（規制庁）

からの要請により、自治体へ機材や人員の派遣を行い、原子力

緊急事態時のモニタリング支援や被ばく測定支援、人材を育成

する拠点であった。事故はあってはならないが、市民の安全安

心を守る上で必要な施設であるため、設備の維持、更新は重要

であり、その費用が課題であると受け止めた。原子力発電に対

する考えに賛否はあるが、市民の安全安心を守るための経費に

賛否はないと考える。また、放射線被ばく防護対策の研修を受

け、改めて基礎知識や原子力災害における防護対策を学び、安

定ヨウ素剤の服用時期と効果や避難退域時検査手順の変更理由

など、正確な情報を知ることができた。偏った情報に惑わされ

ることがあってはならないため、有意義な研修であり、今後も

正確な情報の共有、発信に努める。 

【春川委員】 

福島第一原発から放出された主な放射線物質を参考に、放射性

物質ごとに現在の状況について説明を受け、放射性ヨウ素に至

っては、現在ほとんど検出されていない。人体への影響や障が

いを分類し、遺伝的影響においても放射線による影響は子供に

はないとしていた。放射線被ばく防護対策について学んだが、

多くの関心のある人、関心の薄い人も正しい知識を身に付け共

有することが重要である。原子力災害における防護対策におい

ては、国の対応体制は確立されており、緊急事態における防護
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措置の判断基準を定めているが、国民への専門的見地を分かり

やすく周知をした方がより多くの国民が理解し緊急時に備える

ことが可能ではないかと思う。安定ヨウ素剤の予防服用の指示

については、原子力規制委員会が判断して国が指示することは

承知していたが、本市においても積極的に安定ヨウ素剤の配布

を行っていることは理解できる。総合的に判断し、原子力立地

自治体の皆さんにもこうした研修の機会があれば良いと感じ

た。 

【星野正仁委員】 

この施設は、災害対策基本法と武力攻撃事態対処法に基づき、

指定公共機関として原子力災害時等の対応に当たる国、地方公

共団体、警察、消防などに対して人的・技術的支援を行う機関

で、これらの支援を効果的に行うための活動拠点として、茨城

県ひたちなか市と福井県敦賀市に設置している。業務としては、

専門家の派遣体制の整備と資機材の整備、防災活動を効果的に

進めるための調査研究及び情報提供、原子力防災に係る研修・

訓練の実施、緊急時モニタリング活動の支援、モニタリング機

材の提供、放射性物質等の輸送事故への対応、武力攻撃原子力

災害等への対応について活動されている。施設の中でこの取組

に対応できる資機材、車両等を見学させていただき、活動の実

効性を確認してきた。また、災害時の対応状況について説明を

受け理解した。原子力発電所の安全安心を支えている施設と確

認してきた。今後の特別委員会での活動に大変参考となり、こ

の施設の取組は市民にも伝えていきたいと思う。とても勉強に

なった。 

 


